
●昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震性を調べます。

※診断費用は住宅の規模により割増しとなる場合もあります。

●耐震診断の結果、耐震性がないと判断された昭和56年5月31日以前の

　木造住宅を改修・建替え・除却を補助します。

●避難路沿道等に存するものを対象にブロック塀・擁壁

　を改修・建替え・除却します。

交付申請期間：4月1日～11月30日まで
お問い合わせ先

六ヶ所村役場建設課　   Tel．0175-72-8131

住宅等の耐震化を支援します

11,000円～

木造住宅耐震改修・建替え工事・除却工事

補助額 最大 150万円

ブロック塀・擁壁

補助額 最大 50万円
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自己負担額

※耐震改修・建替え

対象経費の4/5を補助

※除却 対象経費の2/3を補助

国土交通省九州地方整備局

※ブロック塀・擁壁 対象経費の1/2を補助

H28 熊本地震

延べ床面積200㎡以下


